
由
緒
略
記 

美
濃
国
郡
上
郡
鮎
走
村
之
由
緒
を
尋
ぬ
る
に
、
其
大
古
は
不
分
明
な

る
事
な
れ
共
、
人
皇
二
十
四
代
顕
宗
帝
の
御
宇
に
、
宮
人
連
人
と
い

ふ
も
の
、
帝
の
御
気
に
遂
げ
ず
依
て
流
罪
と
し
て
此
處
に
隠
退
し

て
、
獣
畜
を
猟
し
て
活
生
を
営
み
し
に
、
人
数
も
次
第
に
繁
昌
し
て

三
十
七
代
の
帝
孝
徳
天
皇
の
御
宇
、
洪
水
の
災
あ
り
し
が
、
不
思
議

に
も
鮎
魚
其
庭
中
に
游
水
せ
る
あ
り
。
其
魚
を
生
き
な
が
ら
都
に
奉

献
し
け
る
ゆ
へ
、
帝
（
み
か
ど
）
大
（
お
お
い
）
に
喜
ば
せ
給
ひ

て
、
其
處
を
鮎
走
り
い
ふ
。 

當
時
、
僧
道
昭
と
い
ふ
も
の
諸
国
回
国
し
て
仏
教
を
弘
む
る
に
よ
り

て
、
村
内
の
人
々
敬
法
者
あ
り
て
、
既
に
拾
五
人
佛
門
に
入
り
、
房

を
建
て
あ
る
も
の
あ
り
け
る
時
、 

帝
元
明
帝
の
命
勅
に
依
て
、
越
国
白
山
開
基
釋
泰
澄
、
當
所
に
仮
宿

し
て
人
々
を
先
誘
し
て
開
山
を
催
し
け
る
際
に
も
、
仏
法
繁
昌
神
祈

の
術
盛
ん
な
り
け
る
事
は
前
代
如
し
。 

然
る
に
此
頃
、
都
粟
田
口
平
朝
臣
大
納
言
光
盛
卿
の
家
臣
芥
見
の
左

少
弁
様
よ
り
男
女
壱
人
に
付
、
布
に
て 

仁
明
帝
の
頃
に
、
伝
教
師
の
弟
子
連
浄
和
尚
当
地
へ
回
り
、
永
々
休 

息
中
近
在
に
法
を
弘
む
。 

                    



朱
雀
帝
の
御
宇
、
相
馬
左
近
と
い
ふ
人
、
粟
田
口
家
に
變
代
し
て
領

主
と
い
へ
ど
も
、
旧
の
庄
司
芥
見
家
を
し
た
ひ
、
人
々
願
ひ
を
以
て

本
主
を
旧
の
庄
司
に
願
ひ
、
布
税
を
免
じ
て
地
の
貢
計
り
に
な
り
し

事
、
数
百
年
の
後
、
平
家
の
朝
臣
盛
光
卿
の
御
本
領
と
代
り
し
も
、

二
十
二
年
を
経
て
家
臣
逆
事
に
付
、
内
乱
の
際
、
源
家
再
び
諸
国
を

治
に
付
て
・
・
・
（
切
れ
て
見
え
ず
） 

守
護
職
の
治
ふ
る
處
・
・
・
（
切
れ
て
見
え
ず
） 

然
る
に
又
元
弘
よ
り
建
武
の
節
、
都
に
戦
ひ
休
む
事
な
く
、
国
司
家

も
罪
を
得
て
諸
国
漂
泊
の
際
に
、
土
岐
家
の
若
君
花
若
と
い
ふ
（
後

に
是
を
と
き
丸
と
い
ふ
）
老
臣
鷲
井
と
い
ふ
も
の
隠
し
た
て
、
郡
上

郡
の
山
中
、
後
に
雲
が
嶽
と
い
ふ
山
麓
に
岩
穴
あ
り
、
是
に
隠
居
し

て
花
若
丸
を
食
さ
し
め
し
に
鷲
の
餌
ば
み
を
見
つ
け
、
尊
氏
公
よ
り

其
有
家
を
捜
し
て
、
遂
に
其
宿
鷲
見
村
山
の
口
才
三
郎
と
い
ふ
大
家

に
て
酒
會
を
催
し
て
、
公
方
よ
り
鷲
の
あ
り
け
る
を
表
し
て
鷲
と
い

ふ
。
又
芥
見
の
見
を
入
れ
て
鷲
見
と
い
ふ
。
帰
り
て
向
鷲
見
に
至

り
、
岩
高
小
左
衛
門
と
い
ふ
大
家
に
休
息
せ
し
に
、
都
よ
り
勅
を

以
、
花
若
に
伊
豫
の
權
の
守
を
給
ひ
て
、
東
の
前
谷
村
、
鮎
走
村
、

正
ケ
洞
村
、
中
切
村
、
穴
洞
村
、
西
洞
村
、
鷲
見
村
迄
當
馬
の
飼
料

に
切
立
新
田
を
添
へ
て
、
康
安
元
年
（
一
三
六
一
年
）
城
形
を
築
き

て
是
を
鷲
見
殿
と
い
ふ
。 



其
頃
、
百
姓
二
十
五
人
、
寺
院
社
堂
二
十
五
宇
あ
り
て
、
其
後
は
鷲

見
氏
の
子
孫
十
三
代
連
続
し
て
あ
り
し
が
、
天
文
よ
り
上
方
乱
に
て

貢
税
繁
多
、
人
足
の
徴
毎
分
な
る
事
云
に
し
の
び
ず
、 

永
禄
中
寺
院
焼
亡
、
社
寺
の
形
滅
し
て
山
野
と
な
り
、 

天
正
・
文
禄
・
慶
長
の
頃
も
末
戦
ひ
の
事
多
き
故
に
人
足
一
方
な
ら

ざ
る
ゆ
へ
に
家
並
人
足
の
番
を
順
し
て
戦
場
に
出
陣
せ
し
め
し
に
、

村
方
も
五
六
人
づ
つ
、
毎
年
大
坂
行
き
或
は
小
田
原
行
と
い
ふ
よ
ふ

に
、
実
に
人
々
心
を
苦
め
し
に
、 

元
和
よ
り
将
軍
家
の
御
慈
悲
に
て
太
平
な
る
も
、 

寛
永
の
頃
田
地
の
検
地
あ
り
。
高
税
米
を
附
せ
ら
れ
領
主
を
敬
ひ
御

高
札
の
面
を
守
ら
ん
も
の
は
登
科
に
取
扱
わ
れ
、
民
間
至
極
困
渋
に

候
處
に
、 

萬
治
よ
り
寛
文
年
中
に
、
又
東
家
の
枝
族
遠
藤
家
よ
り
検
地
の
事
に

付
其
節
、
高
に
定
米
を
附
し
て
毎
年
其
餘
不
は
上
納
さ
せ
る
事
無
之

様
、
御
家
老
中
の
判
形
を
以
、
郡
上
中
の
百
姓
高
定
帳
を
定
め
ら
る

る
節
、
当
村
に
住
し
て
田
地
を
持
ち
し
者
の
寺
社
家
共
に
五
十
三
人

永
く
民
百
姓
安
堵
仕
、
遠
藤
様
御
家
永
々
相
続
き
度
様
神
祈
仕
度

處
、
御
一
子
岩
根
丸
様
、
御
誓
去
に
付
て
、
旧
国
司
御
来
孫
金
森
御

家
飛
州
よ
り
御
城
預
か
り
と
し
て
御
支
配
地
な
り
。 



 
 

東
家
の
時 

村
中
上
納
金
壱
軒
に
付
壱
両 

男
二
十
五
才
以
上
五
十
才
以
下 

 
 

 

人
足
壱
ケ
年
一
日
づ
つ 

 

但
東
家
は
国
司
土
岐
家
に
代
り
し
に
は
非
ず
し
て 

 

郡
上
郡
の
地
頭
に
、
本
国
下
総
な
り
。 

東
大
膳
太
夫
光
頼
八
代
千
葉
胤
年
孫
遠
藤
と
改
め
地
頭
と
な
り
し
な

り
。 

 
 

又
南
北
両
朝
に
別
れ
北
条
滅
亡
の
後
十
三
年
間
足
利
家
の
押
領 

 
 

と
な
り
し
を
康
安
年
中
義
詮
公
民
安
堵
を
鎮
静
せ
る
為
、 

 
 

高
に
五
掛
け
の
貢
物
を
定
め
ら
る
事
百
三
十
年
な
り
。 

豊
臣
御
家 

 
 

検
地
御
改
定
米
を
定
む
、 

 
 

其
来
年
三
ヶ
年
無
年
貢
同
前
に
願
う
事
。 

東
照
公
寛
永
の
頃
に
御
検
地
な
り
。
笠
松
御
陣
屋
也
。 

御
支
配
の
東
・
遠
藤
奉
御
領
主
に
貢
米
を
上
納
仕
候
。 

 


